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次

告

示
保
安
林
予
定
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林
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林

整
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課
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一

公

告
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

（
都

市

計

画

課
）

一

都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
縦
覧

（

〃

）

三

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（

〃

）

四

島
根
県
立
江
津
工
業
高
等
学
校
Ｃ
Ｎ
Ｃ
工
作
機
械
学
習
シ
ス

テ
ム
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施

（
教

育

施

設

課
）

四

人
委
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

五

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

五

人
委
細
則

級
別
職
務
分
類
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

六

正

誤
平
成
十
五
年
六
月
六
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
四
七
六
号
中

（
教
育
庁
総
務
課
）

六

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
五
一
八

号
中

（

〃

）

六

平
成
十
五
年
五
月
二
十
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
四
七
一
号

中

（
人

事

委

員

会
）

六

告

示

島
根
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

江
津
市
跡
市
町
一
八
一
七
か
ら
一
八
二
二
ま
で
、
一
八
二
二
の
一
、
一
八
二
三
、
四
〇
五
九
の
八
か

ら
四
〇
五
九
の
一
一
ま
で
、
四
〇
五
九
の
一
四
、
那
賀
郡
金
城
町
大
字
波
佐
イ
六
〇
七
、
イ
六
〇
七

内
一
、
イ
六
〇
七
内
二
、
イ
六
〇
八
、
イ
六
〇
九
、
イ
一
一
九
九
、
大
字
小
国
イ
二
九
六
、
イ
二
九

六
の
一
、
イ
二
九
六
の
二
、
イ
二
九
七
、
イ
九
五
二
の
一
、
イ
九
五
三
の
一
、
イ
九
五
三
の
二
、
イ

九
五
四
の
二
、
イ
九
五
四
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
並
び
に
江
津
市
役
所
及
び
金
城
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
西
郷
都
市
計
画

整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
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の
で
、
島
根
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
島
根
県
規
則
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
催
日
時

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

西
郷
町
城
北
一
番
地

西
郷
町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

三

都
市
計
画
の
案
の
概
要

西
郷
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
を
参
考
図
書
の
と
お
り
定
め
、
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

1

都
市
計
画
の
目
標

西
郷
都
市
計
画
区
域
は
隠
岐
の
政
治

経
済

文
化
の
中
心
地
と
し
て
古
く
か
ら
栄
え
、
町
の

玄
関
口

西
郷
港
は
北
前
船
航
路
の
時
代
か
ら
日
本
海
交
易
の
要
衝
と
し
て
、
ま
た
漁
業
基
地
と

し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
近
年
、
地
域
経
済
を
活
性
化
す
る
た
め
、
本
町
の
す
ぐ
れ
た
自
然
と

文
化
を
活
か
し
た
観
光
の
振
興
を
図
る
施
策
を
展
開
し
て
お
り
、
西
郷
港
の
埠
頭
整
備
や
隠
岐
空

港
の
新
滑
走
路
整
備
を
図
る
こ
と
で
、
交
流
人
口
の
拡
大
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
生
活
環
境
向
上
に
資
す
る
都
市
施
設
の
充
実
を
図
り
な
が
ら
、
来
訪
者
と
地
域
住
民
が

「
や
す
ら
ぎ
」
と
「
ふ
れ
あ
い
」
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

2

区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

本
都
市
計
画
区
域
に
区
域
区
分
を
定
め
な
い
。

3

主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

（ ）一

土
地
利
用
の
方
針

現
在
、
本
区
域
は
都
市
計
画
用
途
地
域
を
指
定
し
て
い
な
い
た
め
、
現
状
の
土
地
利
用
状
況
を

踏
ま
え
、
都
市
及
び
自
然
環
境
に
配
慮
し
な
が
ら
、
将
来
に
お
け
る
土
地
利
用
の
方
針
に
つ
い

て
定
め
る
。

（ ）二

都
市
施
設
の
整
備
の
方
針

（ ）1

交
通
施
設

「
宍
道
湖

中
海
都
市
圏
」
に
立
地
す
る
高
次
の
都
市
機
能
等
と
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
強
化
し
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め
、
西
郷
港
の
埠
頭
整
備
や
隠
岐
空
港
の

新
滑
走
路
の
整
備
を
進
め
る
。
ま
た
周
辺
町
村
と
の
連
携
強
化
を
図
る
た
め
、
主
要
地
方
道

等
の
広
域
幹
線
道
路
の
整
備
を
図
る
。

（ ）2

下
水
道
及
び
河
川

ア

基
本
方
針

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
効
率
的
か
つ
適
正
な
整
備
手
法
を
選
択
し

て
い
く
も
の
と
し
、
市
街
地
で
は
公
共
下
水
道
に
よ
り
、
ま
た
市
街
地
郊
外
部
の
既
存
集

落
で
は
漁
業
集
落
排
水
等
の
集
合
処
理
や
合
併
処
理
浄
化
槽
に
よ
る
個
別
処
理
に
よ
り
、

全
域
の
下
水
道
整
備
を
早
期
に
図
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
治
水
対
策
と
し
て
河
道
の
拡
幅
を
進
め
る
と
と
も
に
、
水
質
の
保
全

や
多
自
然
型
護
岸
の
整
備
を
図
り
、
動
植
物
等
の
生
態
系
の
保
全
に
努
め
る
。

イ

整
備
水
準
の
目
標

下
水
道
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
の
下
水
道
普
及
率
を
約
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
。

河
川
に
つ
い
て
は
、
八
尾
川
及
び
そ
の
支
川
に
つ
い
て
は
、
年
超
過
確
率
1
／
5
0
に
対

す
る
治
水
安
全
度
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
に
整
備
す
る
。
そ
の
他
の
河
川
に
つ
い
て
は
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
治
水
安
全
度
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
整
備
を
進
め
る
。

（ ）3

そ
の
他
の
都
市
施
設

地
域
住
民
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
供
給
処
理
施
設
、

教
育
文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
そ
の
他
の
都
市
施
設
に
つ
い
て
は
、
既
存

施
設
の
有
効
利
用
を
努
め
る
ほ
か
、
設
備
の
近
代
化
を
進
め
る
。

特
に
住
民
の
健
康
を
守
る
隠
岐
病
院
の
機
能
強
化
と
、
衛
生
的
な
居
住
環
境
の
下
で
日
常
生

活
が
送
れ
る
よ
う
、
ご
み

汚
物
処
理
施
設
の
機
能
強
化
を
図
る
。

（ ）三

自
然
的
環
境
の
整
備
又
は
保
全
の
方
針

（ ）1

基
本
方
針

隠
岐
は
大
山
隠
岐
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
島
の
周
囲
を
囲
む
断
崖
と
複
雑
な
奇
岩

が
紺
碧
の
海
に
映
え
、
豪
壮
か
つ
雄
大
な
景
観
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
島
内
に
は
大
満
寺

山
を
は
じ
め
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
が
あ
り
、
豊
か
な
山
林
や
清
流
が
美
し
い
風
景
を

形
成
し
て
い
る
。
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本
区
域
の
恵
ま
れ
た
自
然
と
文
化

伝
統
を
活
か
し
、
さ
ら
に
快
適
な
魅
力
の
あ
る
ま
ち

づ
く
り
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
生
活
環
境
の
保
全
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
確
保
、

安
全
性
の
向
上
、
美
し
い
緑
あ
ふ
れ
る
町
並
み
の
保
全
と
い
う
四
つ
の
観
点
か
ら
公
園
緑
地

等
の
系
統
的
配
置
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

（ ）2

緑
地
の
確
保
水
準

ア

都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
目
標
水
準

平
成
三
十
二
年
に
お
い
て
都
市
公
園
等
の
施
設
と
し
て
整
備
す
べ
き
緑
地
は
、
都
市
計
画

区
域
内
人
口
一
人
当
た
り
二
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

四

公
述
の
申
出
等

1

意
見
申
出
書
の
提
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
前
記
案
件
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
た
意
見
申
出
書
一
通
を
平
成
十
五
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
に
、
松
江
市
殿
町
八
番
地
島
根

県
土
木
部
都
市
計
画
課
へ
到
着
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

2

公
述
人

知
事
は
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
で
同
趣
旨
の
意
見
の
者
が
多
数
で
あ
る

と
き
は
、
公
述
人
を
選
定
し
て
そ
の
旨
を
本
人
に
通
知
す
る
。

3

参
考
図
書
及
び
参
考
付
図
は
、
登
載
を
省
略
し
、
島
根
県
庁
、
西
郷
町
役
場
に
備
え
て
縦
覧
に
供

す
る
。

五

公
聴
会
の
中
止

公
述
の
申
し
出
が
な
か
っ
た
場
合
、
公
聴
会
は
中
止
す
る
。
中
止
す
る
場
合
は
島
根
県
庁
、
隠
岐
支

庁
土
木
建
築
局
及
び
西
郷
町
役
場
へ
掲
示
等
に
よ
り
事
前
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
（
〇
八
五
二
）
二
二－

五
二
一
一

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
、
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

松
江
圏
都
市
計
画
地
区
計
画

二

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
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次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
発
区
域

益
田
市
高
津
四
丁
目
イ
二
五
三
〇
番
四
三

外
十
五
筆

面
積

七
、
〇
八
五

八
三
平
方
メ
ー
ト
ル

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

益
田
市
須
子
町
二
番
二
六
号

有
限
会
社

不
動
産
プ
ラ
ン

代
表
取
締
役

大
畑
文
佳

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
の
で
、
島
根
県
会
計
規
則
（
昭
和
39年

3
月
31日
島
根
県
規
則
第

22号
。
以
下
「
会
計
規
則
」
と
い
う
。
）
第
60条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
15年
11月
25日

島
根
県
教
育
委
員
会
教
育
長

広
沢

卓
嗣

1
調
達
内
容

（
1）
購
入
等
件
名
及
び
数
量

島
根
県
立
江
津
工
業
高
等
学
校
Ｃ
Ｎ
Ｃ
工
作
機
械
学
習
シ
ス
テ
ム
一
式

（
2）
調
達
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

（
3）
納
入
期
限

平
成
16年

3
月
30日
（
火
）

（
4）
納
入
場
所

島
根
県
江
津
市
江
津
町
1477

島
根
県
立
江
津
工
業
高
等
学
校

（
5）
入
札
方
法

予
定
価
格
以
下
で
、
最
低
の
価
格
の
入
札
を
し
た
者
を
も
っ
て
落
札
者
と
す
る
。

な
お
、
落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
5
％
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
額
（
当
該
金
額
に
1
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額
）
を
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者

で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
入
札
書
に
は
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
105分

の
100に

相
当
す
る
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

2
入
札
参
加
者
の
資
格

（
1）
地
方
自
治
法
施
行
令
第
167条

の
4
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（
2）
物
品
の
製
造
の
請
負
及
び
売
買
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和
45年
島
根
県
告
示
第
4

号
）
第
5
条
に
規
定
す
る
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
お
い
て
、
営
業
種
目
の
大
分
類
「
機
械
器
具
類
」、

中
分
類
「
工
作
機
器
」
の
Ａ
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

（
3）
島
根
県
が
行
う
建
設
工
事
等
の
請
負
又
は
物
品
の
購
入
若
し
く
は
製
造
の
請
負
の
指
名
競
争
入
札

に
つ
い
て
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
、
入
札
日
に
お
い
て
そ
の
措
置
の
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
も

の
で
な
い
こ
と
。

（
4）
営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る

こ
と
。

（
5）
島
根
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（
6）
本
装
置
の
使
用
方
法
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
や
障
害
発
生
時

部
品
取
替
え
に
速
や
か
に
対
応
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
7）
本
装
置
導
入
後
の
初
期
技
術
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

3
入
札
書
の
提
出
場
所
等

（
1）
入
札
書
の
提
出
場
所
、契
約
条
項
を
交
わ
す
場
所
、入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
690－8502

島
根
県
松
江
市
殿
町
1
番
地

島
根
県
庁
分
庁
舎
島
根
県
教
育
委
員
会
教
育
施
設
課
（
電
話
0852－22－6602）

（
2）
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
交
付
方
法

平
成
15年
11月
25日
か
ら
平
成
15年
11月
27日
ま
で
の
間
、
上
記（
1）の
場
所
に
お
い
て
交
付
す

る
。

（
3）
入
札
書
の
受
領
期
限
等

日
時
：
平
成
15年
12月
18日
（
木
）
13時
30分

場
所
：
島
根
県
松
江
市
殿
町
1
番
地
島
根
県
庁
分
庁
舎
1
階
会
議
室
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（
4）
開
札
の
日
時
及
び
場
所

日
時
：
平
成
15年
12月
18日
（
木
）
13時
30分
か
ら

場
所
：
島
根
県
松
江
市
殿
町
1
番
地
島
根
県
庁
分
庁
舎
1
階
会
議
室

4
そ
の
他

（
1）
契
約
の
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（
2）
入
札
保
証
金

入
札
保
証
金
は
、
島
根
県
会
計
規
則
第
61条
の
2
第
1
項
第
3
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。

（
3）
契
約
保
証
金

契
約
保
証
金
は
、
島
根
県
会
計
規
則
第
69条
の
2
第
1
項
第
7
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。

（
4）
入
札
書
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
封
印
し
た
入
札
書
に
入
札
説
明
書
で
示
し
た
書
類
を
添
付

し
て
入
札
書
の
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
札
者
は
、
開
札
日
時
ま
で
の

間
に
お
い
て
、
入
札
担
当
者
か
ら
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
5）
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
入
札
を
し
た
と
き
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
、
そ
の
他
島
根
県
会
計
規
則
第
63条
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

入
札
者
の
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

（
6）
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
物
品
購
入
を
履
行
で
き
る
と
島
根
県
教
育
委
員
会
教
育
長
が
判
断
し
た
資
料

を
添
付
し
て
入
札
書
を
提
出
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
島
根
県
会
計
規
則
第
62条
の
規
定
に
基
づ
き

定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

（
7）
再
度
入
札

再
度
入
札
は
、
2
回
ま
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
8）
契
約
書
作
成
の
要
否

要
す
る
。

（
9）
そ
の
他
詳
細

入
札
説
明
書
に
よ
る
。人

事

委

員

会

規

則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

島
根
県
人
事
委
員
会
委
員
長

中

村

寿

夫

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
島
根
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
（
昭
和
五
十
九
年
島
根
県
規
則
第
五
号
）
」
を
「
（
平
成
十
五

年
島
根
県
規
則
第
三
十
号
）
」
に
、
「
第
九
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る

規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

島
根
県
人
事
委
員
会
委
員
長

中

村

寿

夫

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
島
根
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
（
昭
和
五
十
九
年
島
根
県
規
則
第
五
号
）
」
を
「
（
平
成
十
五
年
島
根
県
規
則
第
三
十

号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す

平成15年11月25日 第1,525号島 根 県 報



（ 6 ）

る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

人

事

委

員

会

細

則

級
別
職
務
分
類
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

島
根
県
人
事
委
員
会
委
員
長

中

村

寿

夫

島
根
県
人
事
委
員
会
細
則
第
二
号

級
別
職
務
分
類
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

級
別
職
務
分
類
に
関
す
る
細
則
（
昭
和
六
十
年
島
根
県
人
事
委
員
会
細
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
備
考
の
1
の
項
中
「
（
昭
和
五
十
九
年
島
根
県
規
則
第
五
号
）
」
を
「
（
平
成
十
五
年
島
根
県

規
則
第
三
十
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
細
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
細
則
に
よ
る
改
正
後
の
級
別
職
務
分
類
に
関
す
る
細
則

の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

正

誤

平
成
十
五
年
六
月
六
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
四
七
六
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
次
の
よ
う
に
訂
正

す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
五
一
八
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
よ
う

に
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
四
七
一
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
よ
う
に

訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

十

下

始
め
か
ら
四

島
根
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
七
号

島
根
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
六
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

十

下

終
り
か
ら
七

島
根
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

八
号

島
根
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

七
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

七

上

始
め
か
ら
一

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

四
号

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

五
号

〃

〃

始
め
か
ら
十

四

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

五
号

島
根
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

六
号


